
令和４年度調剤報酬改定に伴う
施設基準の届出等について

（薬局）
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 調剤報酬改定に伴う特例措置として、

令和４年４月20日（水曜日）（必着）
までに届出書を提出され、要件審査を終
え受理されたものについては、
令和４年４月１日に遡って算定することが
できます。
※ ただし、令和４年４月１日時点において、
要件を満たしている場合に限ります。

施設基準の届出期日について（１／２）
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 提出方法については、原則、郵送又は宅配便での
提出にご協力ください。

※届出書の受理日は、当局が受け付けた日になり
ますので、ご留意ください。
(発送した日や郵便の消印の日ではありません。)

※令和４年４月21日以降に受け付けたものについ
ては、 通常の取扱い＊となりますので、余裕を
持った発送 をお願いします。

施設基準の届出期日について（２／２）
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＊各月の末日までに届出を受理した場合は、翌月１日から当
該届出に係る調剤報酬を算定する。また、月の最初の開庁日
に届出を受理した場合には、当該月の１日から算定する。



 保険薬局が所在する県を管轄しております九州厚生局各県事務所宛にご提出ください。
（福岡県にあっては九州厚生局指導監査課）

施設基準の届出先
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【福岡県】
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル4F
九州厚生局指導監査課 宛

【佐賀県】
〒840-0801
佐賀市駅前中央3-3-20
佐賀第二合同庁舎7F
九州厚生局佐賀事務所 宛

【長崎県】
〒850-0033 
長崎市万才町7-1 
TBM長崎ビル12F
九州厚生局長崎事務所 宛

【熊本県】
〒862-0971 
熊本市中央区大江3-1-53
熊本第二合同庁舎4F
九州厚生局熊本事務所 宛

【大分県】
〒870-0016 
大分市新川町2-1-36 
大分合同庁舎1F
九州厚生局大分事務所 宛

【宮崎県】
〒880-0816
宮崎市江平東2-6-35  3F

九州厚生局宮崎事務所 宛

【鹿児島県】
〒890-0068
鹿児島市東郡元町4-1
鹿児島第二地方合同庁舎3F
九州厚生局鹿児島事務所 宛

【沖縄県】
〒900-0022
那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎西棟2F
九州厚生局沖縄事務所 宛



 調剤報酬を請求する際は、必ず厚生労働省の告示及び通知をご覧いただき、
要件に適合しているかを確認した上で、請求してください。

 施設基準の届出をする際は、必ず厚生労働省の告示及び通知をご覧いただき、
基準に適合しているかを確認した上で、届出書を提出してください。

調剤報酬改定に関する告示及び通知の確認について
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（告示） 令和４年厚生労働省告示第５４号

診療報酬の算定方法の一部を改正する件 別表第3（調剤点数表）

（通知） 令和４年３月４日 保医発０３０４第１号

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添３（調剤点数表）

（告示） 令和４年厚生労働省告示第５６号

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

（通知） 令和４年３月４日 保医発０３０４第３号

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

※上記、告示・通知を含め調剤報酬改定関係通知等については、厚生労働省の
ホームページから参照できます。 （九州厚生局のホームページからもリンクして
います。）



 厚生労働省の告示及び通知が、令和４年３月４日付
けで発出されていますが、今後も訂正通知や疑義解
釈についての事務連絡などが随時発出されます
ので、定期的に厚生労働省又は九州厚生局公式
ホームページのご確認をお願いいたします。

施設基準の告示及び通知に関する注意点について
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【調剤報酬改定関係通知等の参照先】
（厚生労働省ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/）

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険
> 令和４年度診療報酬改定について

（九州厚生局公式ホームページ：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/）
ホーム > 令和４年度診療報酬改定について



 施設基準を提出する際には、次の届出書等を作成していた
だき、１通を提出してください。
① 届出書
※ 特掲診療料⇒「別添２」

② 届出書の様式
③ 添付書類（通知及び届出書の様式で示されている添付書類）

施設基準の届出に係る基本事項（１／２）
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施設基準の届出における共通事項

添付書類 提出した届出書の写し
は、必ず保管しておい
てください。

① ②

＋ ＋

③

開設者印は不要です。



 届出書（別添２）を作成する際には、次の点に注意して
ください。

 連絡先欄に「担当者氏名」「電話番号」を記載すること。
 施設基準の通則（４項目）に適合していること。

（✔点チェックが必須です。）
 「日付」「保険薬局の所在地及び名称」「開設者名」を

正確に記載すること。
※「保険薬局の名称」の記載漏れが多いので、
特に注意してください。

 開設者印は不要です。
 提出先が「九州厚生局長」となっているか確認すること。

施設基準の届出に係る基本事項（２／２）
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施設基準の届出における共通事項



届出書の様式は九州厚生局公式ホームページから
ダウンロードしてください。（※３月２２日（火）に掲載予定）

施設基準の届出書の様式について（１／２）
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○届出書等のダウンロード先のご案内
「九州厚生局」で検索又はアドレス https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/
へアクセスしてください。

↓
① 「知りたい分野から探す」タブの

「保険医療機関、保険医等」の『＋』により展開していただき、
「保険医療機関・保険薬局の方へ」をクリックしてください。



施設基準の届出書の様式について（２／２）
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② 「届出様式等」欄の
「令和４年度診療報酬改定に係る「施設基準の届出等」」をクリックし
てください。

③ 「特掲診療料の届出一覧」から必要な届出様式を
ダウンロードしてください。

※３月２２日（火）に掲載予定

※３月２２日（火）に掲載予定



届出書の添付書類一覧を九州厚生局公式ホーム
ページに掲載しております。（※３月２２日（火）に掲載予定）

施設基準の届出書の添付書類について
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① 「特掲診療料の届出一覧」の各施設基準の様式の「備考」欄にある
「添付書類はこちらをご参照ください。」をクリックしてください。

（例）

② 当該施設基準の届出の際に必要な添付書類が表示されます。

（例）

・様式９０の「研修」について、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の
研修認定を取得していることが確認できる文書

・様式９０の「地域活動」に参加していることがわかる書類として、届出時までの過去１年間
に医療に係る地域活動の取組に主体的に参加していることが確認できる文書（事業の概要、
参加人数、場所及び日時、当該活動への関わり方等が記載されているもの）

届出書の添付書類については、原則、通知及び様式で示されているもののみ添付ください。



 九州厚生局のホームページは、「九州厚生局」で検索又はアドレス
httpｓ://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ へアクセスしてください。

【参考】ホームページのご案内（１／２）
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＊診療報酬改定の情報は、九州厚生局及び厚生労働省の
ホームページに掲載しております。

① トップページの「令和４年度診療報酬改

定」をクリックしてください。
② 施設基準の届出様式及び関係資料を掲載
しております。（それぞれクリックしてください。）



【参考】ホームページのご案内（２／２）
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 厚生労働省のホームページは、「厚生労働省」で検索
又はアドレス httpｓ://www.mhlw.go.jp/ へアクセスしてください。

① トップページの「どんな情報をお求め ② 「診療報酬関連情報」 をクリックしてください。
ですか？」欄の「医療保険」をクリックして
ください。

③ 「令和４年度診療報酬改定」 をクリックしてください。 ※「第３ 関係法令等」の項目に厚生労働省の告示等
を掲載しております。

（中略）

（中略）



（表１）新たに施設基準が創設されたことにより、令和４年４月以降において当該点数を算定するに
当たり届出の必要なもの

１ 調剤基本料３ハ

２ 地域支援体制加算２

３ 地域支援体制加算３

４ 連携強化加算

５ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

６ 在宅中心静脈栄養法加算
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特掲診療料

※表１、表２及び表３については、訂正を行う場合があり
ますので、今後の訂正通知等を必ずご確認ください。
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（表２）施設基準の改正により、令和４年３月３１日において現に当該点数を算定していた保険医療
機関であっても、令和４年４月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

１ 地域支援体制加算１（令和５年４月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。）

２ 地域支援体制加算４

３ 後発医薬品調剤体制加算１

４ 後発医薬品調剤体制加算２

５ 後発医薬品調剤体制加算３

特掲診療料

（表３）施設基準等の名称が変更されたが、令和４年３月３１日において現に当該点数を算
定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

地域支援体制加算（調剤基本料１を算定している保険薬局
の場合）

→ 地域支援体制加算１

特掲診療料

※表１、表２及び表３については、訂正を行う場合があり
ますので、今後の訂正通知等を必ずご確認ください。

※表１、表２及び表３については、訂正を行う場合があり
ますので、今後の訂正通知等を必ずご確認ください。



 質問の取扱いについて

解釈に関する質問については、電話ではなく、FAXで受け付けております。

※質問内容を具体的に記載していただき、連絡先及び担当者名も必ず
記入してください。なお、質問前には、訂正通知及び疑義解釈等をご
確認ください。

※改定時期は特に質問が多いため、回答に時間がかかることも想定さ
れますので、あらかじめご了承ください。

 調剤報酬改定に伴う届出に伴い、局内の掲示事項についても変更が
必要です。

 施設基準に係る辞退届については、１部の提出で結構です。

連絡事項
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○FAX番号（FAX番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いします。）
【福岡県】092-707-1127 【佐賀県】0952-20-1611 【長崎県】095-801-4204 【熊本県】096-284-8010
【大分県】097-535-8062 【宮崎県】0985-72-8881 【鹿児島県】099-201-5802 【沖縄県】098-833-6250



＜届出期日＞

令和４年４月１日から算定を行うためには、

届出書（１通）は、

令和４年４月20日（水曜日）

必着となります。
届出期日までに余裕を持ってご提出ください。
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